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   ○戒告、譴責、退会処分の場合は、決定（最終）通知をもって処分 

   ○除名の場合は、社員総会での審議・決定後の最終通知をもって処分 

不服申申請

30 日以内 

倫理問題事案の処理の流れ 

事前確認作業で倫理問題に該当（確かな情報、範囲に該当、内容の整理）した場合 

職場 

士会 

会員 

都道府県作業療法士会 

学生 利用者・家族、他 

対応 

法  人 

直属の上司へ報告・相

談 

担任へ報告・相談 

担任 

学校養成施設 

作業療法提供施設 

施設の責任者に申し出 

法  人 

対応 

報告・相談しても対応等に不足がある場合 

 

倫 理 委 員 会・ 

・事実確認（書面・聴き取り調査） 

・処理の判断（該当・非該当の区別等） 

・処分量定案の上申 

 

理事会 

（処分の審議・決定） 

決定通知 

当該会員 

不服申請調査委員会 

・調査 

・調査結果の上申 

連絡・協力 

対応 

受付窓口 

会  長 

上程 

倫理問題に該当 

審査結果の上申 

不服申請 

（30日以内） 

設置 

最終決定の通知 

上申 

倫理問題に非該当 

報告 

申し出者 

助言等 

日本作業療法士協会 

都道府県作業療法士会 

  通知 

対応 

対応 

申し出 報告・申し出 申し出 申し出 


